
定期券の払い戻しについて 

①1 ヶ月、3 ヶ月、6 ヶ月定期券の場合で、券面の使用開始日から 7 日までは、 

日割計算となります（毎日乗車区間を 1 往復したとして計算） 

※有効 1 ケ月の定期券は、券面の使用開始日から 

８日目からは、払戻額のお取り扱いはできません。 

 

②3 ヶ月、6 ヶ月の定期券の場合は、①の取り扱い以降の日（券面の使用開始日から

8 日以降）に、払い戻しに来られた場合、は月割計算となります。 

※有効 3 ヶ月・6 ヶ月の定期券の場合、 

残り有効期間が 1 ヶ月未満の場合の払戻額の 

お取り扱いはできません。 


